（広報資料）

平成２０年１０月３０日

津山市土木部公園緑地課
津山市鶴山公園の指定管理者の候補者の選定結果について

　津山市では、「津山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」に基づき、「津山市鶴山公園施設」（平成２１年４月１日管理開始予定）の指定管理者の候補となる団体（以下「指定候補者」という。）について、公募を行い、学識経験者等で構成する津山市土木部指定管理者審査委員会における意見聴取の結果、下記のとおり選定しましたのでお知らせします。

なお、選定された指定候補者については、指定候補者を指定管理者とする議案を１２月議会へ付議し、可決された場合には、指定期間開始時から本施設の運営に当たることとなります。

記

１　施設概要
　(1) 施設名　　　津山市鶴山公園
　(2) 所在地　　　津山市山下１３５番地ほか
　(3) 施設規模等　公園面積８５，１８２平方メートル

２　指定候補者

　(1) 団体名　　　社団法人津山市観光協会
　(2) 代表者名　　会長　菅田　茂
　(3) 主たる事務所の所在地　津山市山下９７番地の１
３　指定期間（予定）

　　平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日まで

４　土木部審査委員会
　(1) 開催日　　　平成２０年１０月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

	役　職
	氏　名
	所　　　属
	備　　　考

	委員長
	高山文秀
	津山市土木部長
	市職員

	委　員
	大草一憲
	美作大学准教授
	有識者

	
	矢内克比古
	津山商工会議所次長
	有識者

	
	中島　健
	津山市土木部土木課長
	市職員

	
	植月　優
	津山市土木部管理課長
	市職員


(2) 審査結果　　審査配点１３０点満点中、評価（審査）点数８５．８点を取得しており、取得要件である一定水準（６０％・７８点）以上の評価点数に達している。
５　選定理由について
　　　津山市鶴山公園は、次の理由により、社団法人津山市観光協会が運営することが最も合理的であり、学識経験者等で構成する津山市土木部指定管理者審査委員会における意見聴取の結果、当該施設については公募を行わず当該団体を指定候補者に選定しました。
　　
(1) 運営経費に関する事項について、提示価格を年３１，２００千円（３ヵ年平均）に対して、同額の提示価格であったため、評価点は無しであった。
(2) 申請団体に関する事項について、経済的に安定している団体であることと、また現在、当該施設の管理運営を意欲的に行ってきている点など、高い評価を得た。
(3) 管理運営に関する事項について、都市公園としての設置目的を始め、津山城跡と桜の名所といった観光面を含んだ総合的な管理計画が高く評価された。
(4) 事業実施に関する事項について、４月のさくら祭りを始め、四季折々のイベントを計画するなど公園利用者の増加に取組む計画など高く評価された。
(5) サービス提供体制に関する事項について、職員の適切な人員配置並びに管理に伴う職員研修など積極的な取り組み、また、弱者に対する細やかな配慮が高い評価を得た。
(6) 地域や関係団体との連携について、組織力を活かした自主事業の計画など評価された。







